
　　　　　　　　　　　　　（平成19年度決算ベース）

○国からの補助金等全体の金額　（Ｂ）

○法人年間収入（前期繰越金を除く）　（Ａ）

（Ｂ）／（Ａ）

※「公益法人に対する行政の関与の在り方改革実施計画」（平成14年3月29日閣議決定）別添
「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」Ⅲ２（２）①の書類に相当

《 国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合 》

8,174,505千円

29.5 %（小数点第２位四捨五入）

（法人名称） 財団法人 都道府県会館

2,413,051千円



1. 補助金等の名称

(交付官庁）

2. 事業の目的及び内容

(1) 目的

(2) 具体的な内容

3. 交付先の公益法人の名称及び交付官庁の選定理由等

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律の適用の有無

(2) 会計法に基づく契約類型

(3) 当該契約方法とした理由

(4) 当該法人を選定した理由

4. 交付実績額 2,413,051 千円（Ａ）

5. 補助金等における管理費

(1) 0 千円

(2) 0 千円

(3)

0 千円

千円

0 千円

0 千円

6. 外部への支出

(1) 外部に再補助・再委託等されているものに関する支出

支出先

千円

千円

千円

千円

0 千円（Ｂ）

(2)

支出先

千円

千円

千円

千円

0 千円

7. その他

2,413,051 千円

千円

2,413,051 千円

8. 再補助・再委託等の割合 0.0 ％（Ｂ／Ａ）

※「公益法人に対する行政の関与の在り方改革実施計画」（平成14年3月29日閣議決定）別添
「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」Ⅲ２（２）②アの書類に相当

補助金等支出明細書（平成19年度）

金額

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者の生活再建を支援す
る。

被災者生活再建支援補助金

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被
害を受けた者に対して、被災者生活再建支援基金から被災者生活再建
支援金を支給する。

人件費

一般管理費

内容

（内閣府）

金額内容

合計

金額

(1)以外の支出

支出内容

合計

被災者生活再建支援金

合計

金額支出内容

その他の管理費

合計

合計

被災者生活再建支援法第６条第１項に基づく指定

有

〔名称〕財団法人都道府県会館


